
       
 

平成 26 年１月 28 日 

各 位 

不動産投資信託証券発行者名 

グローバル・ワン不動産投資法人 

 代表者名 執行役員 北島 洋一郎 

（コード番号：8958） 

資産運用会社名 

 グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社 

 代表者名 代表取締役社長 山内 正教 

 問合せ先 執行役員投信業務部長 柴田 昌孝 

  （TEL：03-3262-1494） 
 

規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

本投資法人は、本日開催の役員会におきまして、下記の規約変更及び役員選任について、平

成 26 年３月 11 日開催予定の第７回投資主総会（以下、「本投資主総会」といいます。）に付

議することを決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、下記の規約変更及び役員選任は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 

 

記 

 
１．規約変更について 

（1）変更の理由 

①「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）（以下、「投信法」と

いいます。）を改正する法律が国会で可決成立したことに伴い、投資主との合意により

本投資法人の投資口を有償で取得することができるとの規定を新設するものです。また、

この規定の新設に係る規約の改正は、投信法の改正の施行日に効力を生じるとの規定を

新設するものです。 

②その他、本投資法人に適用される法令等との整合性の観点からの変更並びに表現の統一

及び定義の明確化を行うものです。 

 （2）変更の内容 

現行規約の一部を以下のとおり変更します。（下線部分は変更箇所です。） 

現 行 規 約 変 更 案 

第２条（目的） 

本投資法人は、資産を主として投資信託及び投資

法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後

の改正を含め、以下「投信法」という。）第２条

第１項に定める特定資産に対する投資として運用

することを目的とする。 

 

 

第２条（目的） 

本投資法人は、資産を主として投資信託及び投資

法人に関する法律（昭和26年法律第198号。その後

の改正を含め、以下「投信法」という。）第２条

第１項に定める特定資産（以下「特定資産」とい

う。）に対する投資として運用することを目的と

する。 

第８条（投資口の払戻し） 

（記載省 ） 略

（新設） 

第８条（投資口の払戻し及び自己投資口の取得） 

１．（現行のとおり） 
２．本投資法人は、投資主との合意により本投資

法人の投資口を有償で取得することができる

ものとする。 

 



       
 

 

現 行 規 約 変 更 案 

第27条（金銭の分配の方針） 

１．投資主に対する分配は金銭によるものとし、

本投資法人は毎決算期後に、原則として以下

の各号に定めるところに基づき行う。 
（1）（記載省略） 

（2）（記載省略） 

（3）（記載省略） 

（4）（記載省略） 

（5）金銭の分配は、決算期間の途中で新たに発行

された投資口に関しては、投信法その他関係

法令上認められる限り、役員会の決定により

日割配当とすることができる。 
２．（記載省略） 
 

第27条（金銭の分配の方針） 

１．投資主に対する分配は金銭によるものとし、

本投資法人は毎決算期後に、原則として以下

の各号に定めるところに基づき行う。 
（1）（現行のとおり） 

（2）（現行のとおり） 

（3）（現行のとおり） 

（4）（現行のとおり） 

（削除）  
 
 
 
２．（現行のとおり） 
 

（新設） 
 
 
 
 
 
 

第41条（改正の効力発生） 
第８条第２項の新設に係る改正は、投資法人が投

資主との合意により自己の投資口を有償で取得す

ることを認める投信法の改正の施行日に効力を生

じるものとする。 

別添「資産運用の対象及び方針」 
２．資産運用の対象とする資産の種類、目的及び

範囲等 
(1) 投資対象 
Ａ．（記載省略） 
Ｂ．その他の投資 
① 本投資法人は、余剰資金の効率的な運用に

資するため、以下に掲げる各資産に投資す

ることがある。 
（a）（記載省略） 

（b）有価証券（投信法第２条第５項に定義さ

れる。）（但し、ここでは不動産関連資

産に該当するもの及び株券は除く。）、

金銭債権（譲渡性預金証書を含み、これ

に限られない。）等の資産であって、投

信法第２条第１項に定める特定資産（以

下「特定資産」という。）に該当するも

の(不動産関連資産に該当するもの、株

券、次の②及び③並びに下記Ｃ．①

（h）のいずれかに該当するものは除

く。) 

（c）（記載省略） 
②（記載省略） 
③（記載省略） 

Ｃ．（記載省略） 
(2) 投資態度 
（記載省略） 
 

別添「資産運用の対象及び方針」 

２．資産運用の対象とする資産の種類、目的及び

範囲等 

(1) 投資対象 

Ａ.（現行のとおり） 

Ｂ．その他の投資 

① 本投資法人は、余剰資金の効率的な運用に

資するため、以下に掲げる各資産に投資するこ

とがある。 

（a）（現行のとおり） 
（b）有価証券（投信法第２条第５項に定義さ

れる。）（但し、ここでは不動産関連資

産に該当するもの及び株券は除く。）、

金銭債権（譲渡性預金証書を含み、これ

に限られない。）等の資産であって、投

信法第２条第１項に定める特定資産に該

当するもの（不動産関連資産に該当する

もの、株券、次の②及び③並びに下記

Ｃ．①（h）のいずれかに該当するもの

は除く。） 

 

（c）（現行のとおり） 

②（現行のとおり） 

③（現行のとおり） 

Ｃ．（現行のとおり） 

(2) 投資態度 

（現行のとおり） 

 

 



       
 

 

２．役員選任について 

本投資主総会におきまして、任期満了に伴い、執行役員北島洋一郎及び齊藤利雄、監督役

員立石則文、西村裕及び伊藤紀幸を改めて選任します。 

本投資主総会において承認されますと平成 26 年４月１日付で各役員は就任します。 

 

（1）執行役員の候補者は以下のとおりです。 
候補者 

番 号 

氏   名 

（生年月日） 
略     歴 

１ 
北
きた

島
じま

洋
よう

一
いち

郎
ろう

 

（昭和18年８月24日生） 

昭和42年４月

平成３年４月

平成７年４月

平成９年４月

 

平成10年４月

平成13年４月

平成16年１月

平成17年１月

明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 

同社 東京第七法人部長 

同社 不動産事業部長 

明生投資顧問株式会社（現明治安田アセットマネジメント株

式会社） 取締役 

東菱不動産株式会社 取締役 

明生不動産管理株式会社 取締役 

明治安田ビルマネジメント株式会社 取締役 

本投資法人執行役員就任（現職） 

２ 

齊
さい

藤
とう

利
とし

雄
お

 

（昭和30年11月29日生） 

 

昭和54年４月
昭和54年４月
昭和61年５月
平成６年１月

 
平成11年７月
平成11年８月

 
平成14年11月
平成15年11月

 
平成16年３月
平成17年７月

 
平成18年４月
平成18年６月
平成20年４月

森ビル株式会社入社 
森ビル建設管理株式会社（現森ビル株式会社）出向 
株式会社日本インテリジェントビルシステムズ出向 
株式会社インターナショナルデザインイクスチェンジ 監査
役 
株式会社日本インテリジェントビルシステムズ 企画部長 
森ビル開発株式会社（現森トラスト株式会社）入社（森ビル株式
会社から森ビル開発株式会社へ転籍） 
ＭＴファシリティサービス株式会社出向 
グローバル・アライアンス・リアルティ株式会社入社 
不動産運用マネジメント部 担当部長 
同社 調査部長 
同社 不動産運用マネジメント本部 副本部長兼不動産運用
第１部長 
同社退職 
株式会社ＰＭアドバイザーズ設立 取締役社長（現職） 
本投資法人執行役員就任（現職） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       
 

（2）監督役員の候補者は以下のとおりです。 
候補者 

番 号 

氏   名 

（生年月日） 
略     歴 

３ 
立
たて

石
いし

則
のり

文
ふみ

 

（昭和28年９月21日生） 

昭和54年４月

昭和54年４月

昭和56年４月

昭和60年６月

昭和60年６月

昭和61年９月

平成６年９月

平成13年３月

平成15年４月

弁護士登録 

不二法律事務所所属 

小中・外山・細谷法律事務所所属 

ハーバード大学ロースクール修士課程修了 

デービス・ポーク・ウォードウェル法律事務所所属 

アンダーソン・毛利法律事務所所属 

東西総合法律事務所設立（現職） 

最高裁判所司法研修所教官 

本投資法人監督役員就任（現職） 

４ 
西
にし

村
むら

 裕
ゆたか

 

（昭和33年５月15日生） 

昭和57年11月

昭和57年11月

昭和61年９月

昭和62年９月

平成元年12月

平成３年９月

 

平成５年10月

平成11年８月

 

平成15年４月

監査法人中央会計事務所勤務 

会計士補登録 

公認会計士登録 

Coopers & Lybrand（シンガポール）出向 

中央新光監査法人監査第一部勤務 

西村公認会計士事務所（現総合会計事務所マネジメント・サ

ポート）開設（現職） 

税理士登録 

有限会社マネージメント・サポート（現有限会社マネジメン

ト・サポート）設立 取締役（現職） 

本投資法人監督役員就任（現職） 

５ 
伊
い

藤
とう

紀
のり

幸
ゆき

 

（昭和40年２月11日生） 

昭和63年４月

平成３年11月

平成７年５月

平成11年12月

平成13年10月

 

平成14年11月

 

 

平成17年１月

平成17年６月

 

三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 

不動産鑑定士補登録 

不動産鑑定士登録 

株式会社日本格付研究所入社 チーフアナリスト 

ムーディーズ・ジャパン株式会社入社 

アシスタント・ヴァイス・プレジデント・アナリスト 

有限会社不動産投資研究所（現株式会社不動産投資研究所）

を設立し取締役に就任、株式会社へ組織変更後代表取締役

（現職） 

本投資法人監督役員就任（現職） 

Eｘ・Partners有限会社（現ABC Partners株式会社）設立 

取締役 

 

（補足説明） 

・上記執行役員候補者及び監督役員候補者は、いずれも本投資法人の投資口を保有しておりません。 

・各候補者と本投資法人との間には、特別の利害関係はありません。 

・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として本投資法人の業務全般を執行しております。 

・上記監督役員候補者は、現在、本投資法人の監督役員として執行役員の職務執行全般を監督しておりま

す。 

・候補者齊藤利雄は、株式会社ＰＭアドバイザーズの取締役社長を兼務しております。 

・候補者立石則文は、東西総合法律事務所の代表弁護士を兼務しております。 

・候補者西村裕は、総合会計事務所マネジメント・サポートの代表者及び有限会社マネジメント・サポー

トの取締役を兼務しております。 

・候補者伊藤紀幸は、株式会社不動産投資研究所の代表取締役を兼務しております。 

 

３．日程 

平成26年１月28日 本投資法人役員会にて本投資主総会提出議案を決議 

平成26年２月20日 本投資主総会招集通知発送（予定） 

平成26年３月11日 本投資主総会開催、規約変更及び役員選任議案を付議（予定） 

 

以 上 

 

本日この資料は次の記者クラブに配布しています：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建

設専門紙記者会 

本投資法人のホームページアドレス：http://www.go-reit.co.jp/ 

http://www.go-reit.co.jp/
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